
YouTube 【宅建動画の渋谷会】 佐伯竜                                    毎朝一問 《権利関係》 

【渋谷会】佐伯講師の担当講座  https://shibuyakai.com/ 

債権の譲渡の対抗要件 宅建 H15-08-1 ≪#578≫ 

【問】 正誤をつけよ。 

Ａは、Ｂに対して貸付金債権を有しており、Ａはこの貸付金債権をＣに対して譲渡した。Ｂが債

権譲渡を承諾しない場合、ＣがＢに対して債権譲渡を通知するだけでは、ＣはＢに対して自分が

債権者であることを主張することができない。 

 

 

 

 

 

 

 

【答え】 正しい 

 

≪ポイント≫ 債権の譲渡の対抗要件 【宅建 差がつく】 

債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その

他の第三者に対抗することができない。 （民法 467 条 1 項） 

 

 

 

 

 


